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 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布及び施行について

（通知） 
 

平成７年の阪神・淡路大震災や一昨年の東日本大震災等の経験を踏まえ、また、近

年、局地的な豪雨、豪雪や台風等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び

財産を災害から守る地域防災力の重要性が増大しています。さらに、首都直下地震や

南海トラフ巨大地震等の発生が予測されている中で、地域防災体制の確立が喫緊の課

題となっております。 
一方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤等を行

う住民の増加等の社会経済情勢の変化により、地域における防災活動の担い手を十分

に確保することが困難となっています。 
このような現状に鑑み、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災

力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的として、先の臨時

国会において、衆議院総務委員長提出により「消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律」（平成 25 年法律第 110 号。以下「法」という。）が制定されまし

た。法は、平成 25 年 12 月 13 日に公布され、同日付けで一部規定を除き施行されま

した。 
 法については別添のとおりですが、貴職におかれては、下記の点に留意の上、消防

団を中核とした地域防災力の充実強化を一層推進していただくとともに、貴都道府県

内市町村に対しても、その旨を周知していただきますようお願いします。 
 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく

助言として発出するものであることを申し添えます。 
 

記 
 

１ 地域防災力の充実強化に関する計画（第 7 条関係） 
   法第７条第１項については、２以降の「消防団の強化等」や「地域における防
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災体制の強化」に関する事項について、市町村地域防災計画に定めるとともに、

その実施に努めてください。 

     法第７条第２項及び第３項については、１０以降の「地域における防災体制 

の強化」に関する事項について定めることになりますが、災害対策基本法（昭和 

36 年法律第 223 号）に規定する地区防災計画に合わせ平成 26 年４月１日の施行 

となっているため、地区防災計画に係る内容等の詳細を踏まえ、別途通知します。 

 

２ 消防団の強化（第 8 条関係） 
   地域防災力の充実強化は、住民、自主防災組織、消防団、水防団、地方公共団

体、国等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力して取り組む

ことが重要であるとの基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生した場合に

地域で即時に対応することができる消防機関である消防団がその中核的な役割

を果たすことを踏まえ、「全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来に

わたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在である」と

規定されたところです。 
この趣旨を踏まえ、各市町村においては、３以降に留意しつつ消防団の強化を

より一層推進してください。あわせて、市町村全域に消防団が設置されていない

場合には、全域への設置を推進してください。 
 
３ 消防団への加入の促進（第 9 条関係） 
   これまでも、消防団員の確保に当たっては、事業所への働きかけ、女性や大学

生の入団促進など幅広い層への働きかけや機能別団員・分団制度の導入など、

様々な取組がなされているところですが、残念ながら消防団員の減少に歯止めが

かかりません。国においては、消防団員確保のため、先進事例などの情報提供、

地方財政措置の充実などの環境整備に取り組んでいきますので、今後、大規模災

害時のみに出動を限定した団員、消防職団員ＯＢによる団員、郵便局職員で構成

される分団を始めとした機能別団員・分団制度の積極的な導入など、より一層の

加入促進に取り組んでください。 
また、防災訓練等における消防団との連携、自らの地域は自らで守るという意

識の啓発を図るために必要な措置、各種イベントでの消防団の活動内容の紹介や

歴史的・伝統的価値の再認識などにより、消防団に対する地域の住民の理解が深

まるよう努めてください。 
   

４ 公務員の消防団員との兼職に関する特例（第 10 条関係） 
   地方公務員が消防団として活動することは、地域防災の推進を図る上で地域の

住民からも理解を得やすくなるとともに、職員にとっても防災行政の一層の理解

促進につながるものであり、新規採用職員の研修の一貫として年限を区切って入
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団をしている例、職員は基本的に全員が入団し 40 歳前後まで活動している例等、

様々な方法で取り組んでいただいているところです。一般職の職員が消防団員を

兼ねる場合における報酬等の取扱いについて、近年の消防団活動の実態を踏まえ

ると、職員の消防団員としての活動は基本的に勤務時間外に行われることが想定

されるため、消防団員としての報酬の支給方法が年間支給等の定額払いとされ、

その額も重複支給が問題とならない極めて限定された額である場合においては、

一般職の職員としての給与を減額することなく消防団員としての報酬を支給す

ることも差し支えないという考え方を明確化した（「一般職の職員が消防団員を

兼ねる場合における等の取扱いについて」（平成 25年 10月９日付け消防災第 372
号））ことを踏まえ、より一層、地方公務員の入団促進を図ってください。 
本条については、公布の日から起算して６月を経過した日の施行となっており 

ますので、詳細については別途通知します。 
 
５ 事業者の協力（第 11 条関係） 
   全国の消防団員に占める被雇用者団員の割合は年々増加しており、円滑な消防

団活動を行う上では、事業所側の消防団活動に対する理解と協力がこれまで以上

に不可欠なものとなっています。国においては、従業員の消防団への加入、消防

団活動が円滑に行われるようにするための事業者による配慮、消防団員に対する

不利益な扱いの禁止などについて、経済団体等に働きかけを行うこととします。

地方公共団体においては、勤務者に対して防災意識の高揚や防災活動に積極的に

参加しやすい環境づくりに取り組んでください。 
また、国と市町村が運用をする「消防団協力事業所表示制度」の活用等により、

協力事業所の社会的評価や信頼性を高め、事業所における消防団活動へのより一

層の理解及び協力の促進をお願いします。 
現在、表示制度を導入していない市町村におかれましては、速やかに導入して

ください。 
なお、表示制度の導入市町村数が低位にとどまっている都道府県におかれまし

ては、市町村における表示制度の速やかな導入を促してください。 
   また、入札参加資格に係る優遇措置等の特例措置、長野県及び静岡県において

実施されている事業税の減免措置などの先進事例を地方公共団体に情報提供す

るよう努めていきますので、より一層、事業者の協力を得るための取組を推進し

てください。 
 

６ 大学等の協力（第 12 条関係） 
   全国の大学生の消防団員数は 2,300 人を超え、年々増加傾向にあります。学生

が消防団活動に参加することは、地域の防災の担い手になり、学生自身にとって

も貴重な体験になるものと考えられます。また、消防や地域防災に関心を持つこ
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とにより、卒業後においても、消防団活動や自主防災組織活動などに参加し、将

来の地域防災のリーダーとなることが期待され、大変有意義なものです。 
大学キャンパス内への学生消防団の設置や、同一市内の複数の大学の学生から

なる大学生防災サポーター制度の導入などの先進事例の情報提供に努めていきま

すので、大学等との協力関係の構築の上、学生に対し消防団活動の一層の理解を

深めることとしてください。 
本条関係については、文部科学省から地方公共団体及び大学等に対して、大学

等による適切な修学上の配慮その他自主的な取組に関して、別途通知することと

しております。 

 
７ 消防団員の処遇の改善（第 13 条関係） 
   地方公共団体の非常勤特別職である消防団員には、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）上、報酬を支払わなければならないと規定されており、その報酬及

び出動手当については、消防組織法により、各市町村の条例で規定することとさ

れておりますが、その額については消防団活動に応じた適正なものでなければな

らないと考えております。 
また、今回、消防団員の処遇改善のため、活動の実態に応じた適切な報酬・手

当の支給について規定されたところであります。 
しかしながら、平成 24 年度の交付税単価は、団員報酬が 36,500 円、出動手当

が 7,000 円となっているのに対し、実績は全国的に見て、これを下回る状況とな

っております。 
これを踏まえ、交付税単価はあくまで標準的な額ではありますが、報酬・手当

の条例単価が低い市町村におかれましては、積極的に単価を引上げてください。 
  また、出動手当については、長期間の活動の場合の手当額の引き上げ事例など

について情報提供に努めていきますので、活動実態に応じた出動手当の検討を行

ってください。 
 
８ 消防団の装備の改善（第 14・15 条関係） 

     消防団の装備については、「消防団の装備の基準（昭和 63 年消防庁告示）」

において定められておりますが、現在、消防団員の安全対策、救助活動等の新た

な役割への対応、情報通信機器等の充実の観点から検討しており、検討結果に従

って、基準を改正することとしております。基準の見直しにあわせて、装備の充

実を進めるとともに車両や活動拠点施設等の整備を進め、これらに対する財政措

置の充実に取り組んでいきますので、市町村においても、この基準の内容を踏ま

え、安全対策、救助、情報通信等の装備について、なお一層の充実強化を図って

ください。都道府県においては、地域の実情を踏まえつつ、市町村における装備

の充実に対する財政上の支援について検討していただくようお願いします。 
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また、大規模災害が発生した場合には、当該市町村の消防団のみでは災害対応

が困難なため、近隣や同一都道府県内の消防団においても、広域応援活動が期待

されております。災害時における相互応援協定の締結の推進をするとともに、広

域応援時に必要となる救助資機材の充実を図っていただきますようお願いしま

す。 
   
９ 消防団員の教育訓練の改善及び標準化（第 16 条関係） 

     地域防災力の中核となる消防団は、様々な役割を期待されており、そのために

は、消防学校において、全国で統一された標準的な訓練の基準に基づき教育訓練

を実施する必要があります。現在、装備の充実・訓練内容の標準化という観点か

ら、消防団の教育訓練の基準について検討しております。また、分団長等の現場

のリーダーについては、標準的な基準に基づいた教育訓練により一定の能力・資

質を備えることとなるよう検討を行うこととしており、検討結果については、別

途通知することとしております。 
   都道府県等の消防学校においては、消防団員に対して、基準に基づく教育訓

練を実施し、市町村においては、団員が訓練に参加できる環境づくりを整備し

てください。 
  

10 市町村による防災体制の強化（第 17 条関係） 
    大規模災害が発生した場合などにおいては、消防、自衛隊、警察などによる

救助活動のほか、自主防災組織等において、消防機関による初動対応が行われ

るまでの間の初期消火や要支援者の避難誘導等の役割が期待されております。

これらの活動を行うため、市町村において、日頃の教育、訓練に加え、特に地

域の防災リーダーの養成のための取組や必要な資材又は機材の整備を推進して

ください。 
 

11 自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割（第 18 条関係） 
    市町村においては、これまでも、消防団と自主防災組織等が連携した訓練の

実施等に取り組んでいただいているところですが、一定の訓練を受けた消防団

が自主防災組織等の教育訓練に指導的な役割を担うことが一層の効果があるも

のと考えられます。 
国においても、今後、教育訓練を受けた消防団員による自主防災組織のリー

ダー育成強化に取り組むこととしておりますので、市町村においても、教育訓

練を受けた消防団員を活用し、地域の防災リーダー育成の取組を推進してくだ

さい。 
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12 自主防災組織等に対する援助（第 19・20 条関係） 
    地域における共助の取組の中心となる自主防災組織は、「自分たちの地域は自

分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成された組織です。    

自主防災組織の活動カバー率は、平成 24 年４月１日現在で 77.4％となっており、

今後、この活動カバー率の向上に取り組んでいくことが必要です。このため、

自主防災組織の整備方策、消防団との連携方策、優良活動事例などをまとめた

「自主防災組織の手引き」を作成し、自主防災組織の結成・活動の充実のため

の支援を行っております。 
また、災害時に消防団と自主防災組織等が連携して活動するために必要とな

る救助・救護用資機材、初期消火用資機材の整備に取り組むこととしております。 
地方公共団体においては、自主防災組織等に対して、連絡協議会の結成支援、

研修会の開催等に取り組んでいただいているところですが、引き続き、自主防

災組織等に対する援助を推進してください。 

 
13 防災に関する学習の振興（第 21 条関係） 
   消防機関等と連携した防災学習については、高校生の消防団１日体験入団、消

防団員が中学生に防災知識・技術を伝授する「防災スクール」などの先進的な

取組事例の情報提供に努めていきますので、防災に対する学習の振興のための

取組を推進してください。 
   本条関係については、文部科学省から地方公共団体及び大学等に対して、別途

通知することとしております。 
 
 
 

担当：消防庁国民保護・防災部防災課 
消防団専門官  佐藤 
課長補佐    原尻 
消防団係長   伊藤 
地域防災係長  松澤 

TEL：０３－５２５３－７５２５ 
FAX：０３－５２５３－７５３５ 
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